
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年7月14日  

京 丹 後 市 役 所 
 

市では、厳しい雇用失業情勢に対応するため、農林漁業分野において失業者

の方を雇い入れて行う新規事業の企画提案を募集したところ、以下の７件の応

募があり、審査の上、全ての事業を採択し、委託契約を締結しました。 

これにより、７人の方の新たな雇用が創出されるとともに、農林漁業分野に

おける販路拡大や地産地消へ向けた流通の仕組みづくり、経営規模の拡大へ

向けた取り組みなどによる地域産業の活性化が期待されます。 

 
 

業 務 名 
 

事業者名 
 

事業概要 

「旬味・旬食」の鮮魚加

工による販路拡大業務 
湊漁業協同組合 

主に直販施設「マリンプラザ」の販売部門と加

工事業部門の強化を行い、加工品開発を行うほ

か、給食食材への普及や地元スーパーへの加工

品の売り込みなど販路拡大を図る。 

地産地消を促進！農産物

集荷・流通システムの確

立業務 

株式会社くみはま縣 

地元農産物の地産地消を促進するための現況

調査、参加農家・参加旅館等の獲得、集配・流

通システムの試験運用などを実施し、本格的な

システムの運用へ向けた準備を行う。 

滞在型実習体験観光農園

開設整備業務 
有限会社遊農楽舎 

さくらんぼ実習体験用簡易ハウスや野菜栽培

体験畑の整備を行うほか、雇用者の栽培技術指

導と並行して果樹の多品種化にも取り組み、市

内各施設とも連携した滞在型実習体験観光農

園の開設整備を進める。 

京丹後産宇治茶の生産に

係る茶園管理実習業務 
京丹後製茶株式会社 

茶栽培農家の栽培技術の向上へ向けて、自社茶

園で肥料・農薬使用実習及び整枝実習を実施す

るほか、製茶加工技術の習得へ向けて関係機関

が連携し、京丹後での茶園管理に関する指針と

なるデータ整理を行う。 

 

【緊急雇用対策】 京丹後市農林漁業ふるさと雇用再生事業 

販路拡大や経営の多角化を目指す７事業を採択
新たに７人を雇用 
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地産都商販路開拓推進員

養成業務 
産直組合京たんご 

組合専属の販路開拓推進員を新規雇用し、都市

市場や消費者の動向調査も兼ねて、都市部での

販売交渉を行い、ノウハウの蓄積と販路拡大を

図り、将来的には都市部での「産直の店」の開

設を目指す。 

市場出荷品目の拡大によ

る経営の多角化と食育活

動の推進業務 

木下農園 

作業効率を向上し、従来の契約栽培のみなら

ず、市場出荷作物の生産に新たに取り組むこと

により通年の収入の安定を図るとともに、保育

所や小学校を対象とした食育や地産地消の意

識の啓発を図る。 

水稲育苗ハウス有効活用

促進と水稲栽培規模拡大

業務 

有限会社久美浜観光園

既存の育苗ハウス（5 棟）で、みず菜、ねぎ、

イチゴ等を新たに栽培し、秋から冬にかけての

作業を増やして経営の安定を図るとともに、通

年作業の効率化を図り、水稲経営面積を拡大す

る。 

  

 

 その他                                     

 

【委託期間】 平成２１年７月１日 から 平成２２年３月３１日 まで 

【委 託 料】 １５,０１１千円 

 

※ この事業は、厚生労働省のふるさと雇用再生特別交付金に基づい

て交付される、京都府緊急雇用対策事業補助金を活用して実施する

ものです。 

 

 お問い合わせ先                                 

 

京丹後市 農林水産環境部 農政課 

電話番号 0772-69-0410 ／ FAX 番号 0772-64-5660 

E - M a i l：nosei@city.kyotango.kyoto.jp 
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